
太田市個別予防接種助成金交付規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市規則第５９号 

 

太田市個別予防接種助成金交付規則の一部を改正する規則 

太田市個別予防接種助成金交付規則（平成１７年太田市規則第１５

４号）の一部を次のように改正する。 

          「 

第３条第１項の表中 

                             」 

 「 

   

を 

 

                             」 

に改め、同表に次のように加える。 

帯状疱疹 ⑴ 乾燥弱毒生水痘ワクチン ４，８６０円 

（生活保護等を受けている世帯に属する者が予防接

種を受けた場合にあっては、８，８６０円） 

⑵  乾燥組換え帯状疱疹ワクチン １０，０６０円 

（生活保護等を受けている世帯に属する者が予防接

種を受けた場合にあっては、２２，０６０円） 

 

附 則 

麻しん風しん混合２期 １１，０２２円 

麻しん風しん混合２期 １１，０２２円 

風しん５期 ６，５７８円 

麻しん風しん混合５期 １０，１９７円 



 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の太田市個別予防接種助成金交付規則第３

条第１項の表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける予防接種

について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の

例による。 


